
 
 

令和８年度 
 

 

 

 

将来、神石高原町内の医療機関等に医師、看護師、助産師又は准看護師として勤

務しようとする方に対し、修学等に必要な資金（奨学金）をお貸しします。 

 その後、貸付けを受けた期間の 1.5 倍に相当する期間、継続して町内医療機関等

へ勤務した場合は、返還の必要はありません。 

 

 

令和８年度奨学生を募集しています！ 

申し込み期間及び面接予定                             

対象 申し込み期間 面接予定日 

在学生 随時募集 適時 

 

貸付対象者                                       

（１）医療従事者として町内の医療機関等に勤務する意思を有する方で、勤務開始時点で

満 45歳未満の方 

（２）学業の成績が優良で心身ともに健全な方 

（３）准看護師免許所有者が、看護師となるための修学については、貸付対象となりません。 

※医療機関等とは、町内の病院、診療所及び介護保険サービス事業所です。 

※神石高原町に住所を有する者という条件はありません。 



 
 

返還免除                                        

奨学生 全額免除 一部免除 

看護学生等 

必要な資格を取得し、直ちに

町内の医療機関等に勤務し、奨

学金の貸付けを受けた期間の

1.5 倍に相当する期間、継続して

勤務したとき。 

町内の医療機関等に勤務後、

死亡等により勤務した年数が貸付

を受けた期間の 1.5 倍に相当する

期間に満たない場合など。 

未償還額に町内の医療機関等

に勤務した年数を奨学金の貸付け

を受けた期間の 1.5 倍に相当する

期間で除した割合を乗じて得た額

を免除する。 

 

募集人数                                         

看護学生等  ５名 

 

応募方法                                        

 次の書類を神石高原町役場 健康衛生課へ提出してください。（郵送も可） 

（１）神石高原町医療従事者育成奨学金貸付申請書（様式第１号） 

（２）連帯保証人が署名した誓約書（様式第６号） 

（３）連帯保証人の印鑑証明書及び市町村民税納税証明書 

（４）添付書類  ※次表以外にもその他町長が必要と認める書類の提出を求める事があります。 

奨学生 添付書類 

看護学生等 

１ 養成施設又は大学の在学証明書 
※入学予定者については、入学許可を証明する書類（合格通知書等） 

２ 在学する養成施設又は大学の看護学生等奨学金貸付者推薦調

書（様式第５号） 

３ 在学する養成施設又は大学の学業成績表 
  ※新規入学者については、最終学歴における学業成績表 

４ 申請理由等を記載した参考様式（第３条関係） 

※社会人の方については、添付書類１～４に加えて、履歴書を添付してください。尚、所属施

設等がある方は、所属施設等の推薦調書を提出してください。 

※連帯保証人は２名とし、１名は申請者及び他の連帯保証人と生計を同一にしない者としま

す。 

※様式第１号、第５号、第６号、参考様式（第３条関係）は、神石高原町役場 健康衛生課、

各支所に備えています。 

また、神石高原町のホームページからもダウンロードできます。 



 
 

 

貸付金額と貸付期間                                 

奨学生 月 額 入学支度金 貸付期間（上限） 

医  学  生 
令和８年度は募集なし 

研  修  医 

看護学生等 １０万円 - 
看護師５年 

准看護師２年 

貸付方法                                         

  奨学生名義の預金口座に、次の月に振り込みます。 

  （１）奨 学 金 

４月振込 ７月振込 １０月振込 １月振込 

４月分～６月分 ７月分～９月分 １０月分～１２月分 １月分～３月分 

  ※初年度の振り込み月は上記と変更となる場合があります。 

 

 

 返還方法                                         

返還は、貸付期間が満了した月の翌月から起算して６月を経過した後、１０年以内です。 

 返還方法は、月賦、半年賦、年賦、一括があります。（奨学金は無利子です。） 

  

 【※全額返還の参考例】 

看護学生等 （３年間×１０万円／月＋入学支度金） 月額 約３万４千円 

 



 
 

返還猶予                                         

 次のいずれかに該当する期間は、奨学金の返還が猶予されます。 

【看護学生等】 

（１）医療従事者の免許を取得した後、大学、大学院又は養成施設に在学しているとき 

（４年を限度） 

（２）医療従事者の免許取得しようとするとき （大学又は養成施設を卒業後１年限度） 

（３）町内の医療機関等に医療従事者として勤務しているとき 

（４）心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認め

られたとき （１年を限度） 

 

貸付決定                                        

「神石高原町医療従事者育成奨学金貸付審査会」において、提出書類と面接により奨学

生を選定し、町長が決定します。 

※適時審査し決定します。面接日については、申請された方に対し別途通知します。 

 

お問合せ先                                       

 

広島県神石郡神石高原町役場 健康衛生課   

〒７２０－１５２２ 広島県神石郡神石高原町小畠１７０１番地 

電話  ０８４７－８９－３３６６ （直通） 

ＦＡＸ  ０８４７－８５－３５４１ 

Ｅメール     ｊｋ-ｋｅｎｋｏ＠ｔｏｗｎ．ｊｉｎｓｅｋｉｋｏｇｅｎ．ｌｇ．ｊｐ 

ホームページ https://www.jinsekigun.jp/town/ 

 

 

 

 

                

 


